
①　【一次審査「分割受注」】 各グループの応募者を選定

グループＡ グループＢ グループＣ

選定 Ｂ社 Ｄ社 Ｆ社

↑ ↑ ↑

プレゼン Ａ社（70点） Ｄ社（70点） Ｆ社（50点）

・書類 Ｂ社（80点） Ｅ社（60点） G社（40点） 【失格】⇒「一括受注」に影響しない

審査 Ｃ社（50点）

⇒応募のないグループがあった場合、「分割受注」の審査は実施しません。

⇒グループの選定業者が失格及び辞退した場合は、次点の選定業者が繰り上げ選定します。

　次点の選定業者がない場合、「分割受注」の審査は実施しません。

②　【一次審査「一括受注」】 応募者を選定

選定 Ｇ社

↑

プレゼン Ｂ社（70点）

・書類 Ｆ社（40点） 【失格】⇒「分割発注」に影響しない

審査 Ｇ社（90点）

Ｈ社（70点）

③　【最終審査】 ①と②を比較審査して、受託予定者を選定

①【分割受注】

グループＡ グループＢ グループＣ

Ｂ社 Ｄ社 Ｆ社
⇒グループの選定業者が失格及び辞退した場合は、次点の選定業者が繰り上げします。

書類 　次点の選定業者がない場合、「分割受注」の審査は実施しません。

審査

②【一括受注】

Ｇ社

公共施設等の照明設備ＬＥＤ化業務委託
～　受託事業者の選定方法　～

【選定の方法】
一次審査として、まず「分割受注」の各グループの応募者を選定委員会で審査し、Ａ、Ｂ、Ｃの各グループの
最優良事業者を選定します。次に、「一括受注」の応募者を審査し、最優良事業者を選定します。
最終審査として、「分割受注」の３者の最優良事業者と「一括受注」の最優良事業者とを比較審査し、より良
いと判断した事業者を本委託の受託予定者とします。
「分割発注」で、応募のないグループがあった場合、又はグループの最優良事業者が失格又は辞退し、次点の選
定業者がない場合などは、「分割受注」の審査は実施しません。


